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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―審理期間別代理人
弁護士の関与の有無及び遺産の価額別―全家庭裁判所 

第 49表

１ ３ ６ １ ２ ３

1000 万 円 以 下  1 198   47   141   312   352   215   48   83 

5000 万 円 以 下  2 538   44   197   495   833   593   192   184 

１ 億 円 以 下  1 056   15   42   152   292   299   111   145 

５ 億 円 以 下   757   5   22   55   161   217   115   182 

５ 億 円 を 超 え る   116 -   2   4   20   20   15   55 

算 定 不 能 ・ 不 詳

有  4 108   91   183   517  1 157  1 121   422   617 

1000 万 円 以 下   581   27   44   117   174   127   28   64 

5000 万 円 以 下  1 591   29   67   227   528   432   153   155 

１ 億 円 以 下   772   13   24   86   202   238   87   122 

５ 億 円 以 下   638   5   16   38   126   188   102   163 

５ 億 円 を 超 え る   110 -   2   2   19   19   15   53 

算 定 不 能 ・ 不 詳

無  2 176   42   279   601   684   370   101   99 

1000 万 円 以 下   617   20   97   195   178   88   20   19 

5000 万 円 以 下   947   15   130   268   305   161   39   29 

１ 億 円 以 下   284   2   18   66   90   61   24   23 

５ 億 円 以 下   119 -   6   17   35   29   13   19 

５ 億 円 を 超 え る   6 - -   2   1   1 -   2 

算 定 不 能 ・ 不 詳   203   5   28   53   75   30   5   7 

  108   117   37   60   416   17   30   47 

  716 

  619   22   58   100   183   147   42   67 

 1 118  1 841  1 491   523 総 数  6 284   133   462 

代 理 人 弁 護 士 の
関 与

総

数

３
年
を
超
え
る

月

以

内

月

以

内

月

以

内

年

以

内

年

以

内

年

以

内
遺 産 の 価 額



 65 

 

 

 
 

遺産分割事件のうち認容・調停成立件数（｢分割をしない｣
を除く）―分割の方法別―全家庭裁判所 

第 50 表

総

数

配

偶

者

子

そ

の

他

土 地   470   181   497   56 

建 物   53   45   47   16 

現 金 等   462   234   472   97 

動 産 そ の 他   14   20   12   5 

代 償 金 取 得   5   84   257   130 

土 地 ・ 建 物   682   387   673   65 

土 地 ・ 現 金 等   246   78   222   28 

土 地 ・ 動 産 そ の 他   15   11   15   2 

建 物 ・ 現 金 等   66   29   43   11 

建 物 ・ 動 産 そ の 他   10   6   9 - 

現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   47   38   40   4 

土 地 ・ 建 物 ・ 現 金 等   846   314   629   70 

土 地 ・ 建 物 ・ 動 産 そ の 他   50   45   49   4 

土 地 ・ 現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   28   20   35 - 

建 物 ・ 現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   11   9   7   2 

土地・建物・現金等・動産その他   254   147   180   19 

そ の 他 1）  3 005   81  2 332   212 

分 割 の 方 法

総 数  6 264  1 729  5 519   721 

（注）「分割の方法」の相続人が２種類以上にわたる場合には，重複計上してある。 
１）代償金を支払う旨の定めがされたものである。 


